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我が道を行く――統治２０年を目指す軍事政権

く どう とし ひろ

工 藤 年 博

概 況

１９８８年に国軍がクーデタにより権力を掌握した時，この軍事政権がその後２０年

近くにわたり国を統治すると，誰が想像したであろうか。２００６年，国軍の統治は

１９年目に入ったが，軍政の政治姿勢と手法はその誕生時から驚くほど変わってい

ない。

２００６年，まず注目を集めたのは，民主化指導者アウンサンスーチー（以下，

スーチー）の自宅軟禁からの解放問題であった。現在，スーチーは２００３年５月の

「ディペイン事件」をきっかけに，１９８９年以来３度目の自宅軟禁下に置かれている。

「国家防御法」に基づく拘束は既に２回延長され，２００６年はその拘束期限を５月２７

日に控えていた。この直前，訪緬中のガンバリ国連事務次長（政治局長）にスー

チーとの面談が予想外にも許されたことから，解放への期待感が一気に高まった。

しかし結局，スーチーの拘束は１年間延長され軍政の強硬姿勢に変化はなかった。

次に注目を集めたのは，国民会議の行方であった。１９９３年１月から始まった新

憲法の基本原則を審議・決定する国民会議は，１９９６年から約８年にわたる長期中

断を経た後，２００４年５月に軍政自らが設定した民主化ロードマップの第１段階と

して復活した。国民会議はその後途中休会を繰り返しながら，第３回目が２００５年

１２月から２００６年１月まで，第４回目が２００６年１０月から１２月まで開催された。しか

し，２００６年にも審議は終了せず，憲法案１５章のうち８章までが採択され，年末に

再び休会に入った。

経済成長は緩やかな伸びにとどまった。政府は２００６年のGDP成長率を８年連

続の２桁成長と見込むが，電力事情の悪化などを考慮するとそのような高成長は

非現実的である。それでもプラスの成長を達成したのは，天然ガスの輸出増加に

より対外経済部門が改善したためである。天然ガスによる外貨収入により，ミャ

ンマーの外貨事情は大きく改善した。他方，景気回復のアキレス腱となったのは

物価の上昇である。４月の公務員給与の引き上げ（６～１２．５倍），５月の電気料金
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の値上げ（約１０倍），雨期の農作物への洪水被害などにより，物価上昇が続いた。

対外関係における最大の焦点は，国連安全保障理事会（以下，国連安保理）を舞

台とする国際社会のミャンマー軍政に対する圧力の強化であった。９月１５日，中

国，ロシアの反対にもかかわらず，アメリカ，イギリス，フランス，日本などの

賛成多数で，「ミャンマー問題」を国連安保理の正式議題とすることが決定された。

今後，制裁決議をめぐり国連安保理メンバー間での対立が予想される。国際社会

の圧力が強まるなかで，ミャンマーは中国，インドとの一層の関係強化を図った。

両国のライバル関係を巧みに利用しつつ，中国からは経済協力を，インドからは

軍事協力を引き出した。

国 内 政 治

スーチー自宅軟禁の延長

２００６年５月２６日，アナン国連事務総長は訪問先のバンコクでミャンマー軍政に

対し，スーチーの自宅軟禁解除を求める声明を発表した。翌２７日にスーチーの拘

束期限を控え，彼女の解放を求めたのである。これより先，５月１８日から３日間，

ガンバリ事務次長が国連幹部としては２００４年３月のラザリ国連事務総長特使以

来，２年２カ月ぶりにミャンマーを訪問し，軍政トップのタンシュエ議長のみな

らず，スーチーとも面談できたことが，彼女の解放への期待を一気に高めていた。

スーチーの自宅付近には，報道関係者を含めて徐々に人々が集まり出し，解放を

待つ雰囲気が盛り上がった。

しかし，５月２７日，スーチーの拘束期間は１年間延長され，３年ぶりの解放は

実現しなかった。この日は１９９０年総選挙の１６周年記念日でもあり，国民民主連盟

（NLD）本部では，党員，各国大使館員，国連関係者など１０００人以上が集まり，

解放を期待しつつ式典が行われていた。式典の途中，自宅軟禁の延長が伝えられ

ると，失望した青年党員らが本部事務所からスーチー宅前までデモ行進を行った。

デモの規模は確認されていないが，すぐに当局により解散させられたようである。
ごうごう

また，当然のことながら，国際社会からも囂々たる非難が巻き起こった。この出

来事は，軍政の政治姿勢に変わりはないことを改めて示すこととなった。

今回はいつになく解放への期待が高まったものの，拘束延長に至る経緯を子細

に観察すると，軍政は当初からスーチーを解放するつもりはなく，むしろ拘束延

長に向けて着実に布石を打ってきた様子が窺える。スーチーが今回の自宅軟禁に
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置かれたきっかけは，２００３年５月３０日に地方遊説に出ていたNLD一行が暴徒に

襲われた，いわゆる「ディペイン事件」であった。スーチーはそのまま当局に拘束

され，その後，自宅軟禁下に置かれた。当局は同年１１月２７日には「国家防御法」を

適用する。この法律は社会主義時代の１９７４年にヤンゴンで反政府運動が発生した

ことを契機に，翌１９７５年に治安維持を大義名分として制定されたものである。同

法１０ｂ条は国家や人民の安全を脅かす可能性があると当局が判断した人間を，司

法手続きなしで最長５年間拘束することを認めている。ただし，少なくとも年に

１回は拘束期間を見直すことが規定されている。

すでに，スーチーの自宅軟禁は２００４年１１月２７日に１年間，２００５年１１月２７日に半

年間と，２回延長されていた。今回の３回目の延長（１年間）により，２００７年５月

２７日までの拘束が法的に確定した。ところで，軍政はなぜ，２度目の延長期間を

半年間としたのだろうか。そこにはおそらく，毎年１１月末という時期に拘束期限

を迎え，国際社会の注目を浴びたくないという判断があったものと思われる。こ

の時期は，国連総会第３委員会がミャンマーの民主化・人権状況を懸念する国連

決議を出すことが恒例となっているし，１２月にはASEAN首脳会議が開催される。

２００５年にはASEAN首脳会議に合わせて初めて東アジア・サミットが開催され

たことで，ミャンマー問題がとりわけクローズアップされた経緯がある。軍政は

国際社会の注目を浴びるこの時期に，軟禁延長の措置をとることを避けたかった。

そこで，わざわざ半年という中途半端な延長期限を挿入したものと思われる。

このような経緯から，以下の点が明らかになったといえよう。第１に，軍政の

スーチー軟禁の延長措置は，どのようなタイミングであっても国際社会の批判を

免れない。第２に，最長５年間の拘束期限が切れる２００８年１１月２７日まで，スー

チー解放は期待できそうにない。わざわざ「国家防御法」を適用し，長期間の拘束

を可能とする法的根拠を整えたことの意味は深刻である。同法の適用はスーチー

拘束の合法性（法に基づいた拘束）をアピールする目的もあるだろうが，同時に

「５年間は解放しない」との軍政の意思表示とも受け取れる。第３に，しかし逆に

考えれば，軍政は２００８年１１月を一応のデッドラインと設定していると解釈するこ

とも可能である。前回，１９９５年７月には「国家防御法」の拘束期限切れでスーチー

解放が実現した。この時，軍政とスーチー（あるいはNLD）との間には将来の政

治体制や民主化プロセスに関して，いかなる合意もなかったといわれる。実際，

その年の１１月にはNLDが国民会議をボイコットしたため，翌１９９６年３月に国民

会議プロセスは頓挫してしまう。この時，軍政はその後のシナリオを準備しない

我が道を行く――統治２０年を目指す軍事政権
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まま，期限どおりの解放に踏み切った。今回はどうであろうか。軍政は前回の反

省を活かし，着々と準備を進めているようにみえる。しかし，それは民主化勢力

との対話ではなく，独自の民主化路線の推進である。

国民会議の進捗

新憲法の基本原則を審議する国民会議は，２００６年も開閉会を繰り返しつつ継続

された。国民会議は１９９６年３月以降およそ８年におよぶ長期中断を経て，キン

ニュン前首相の発表した７段階の民主化ロードマップの第１段階として復活した。

その後，国民会議は２００４年５月１７日～７月９日（約１カ月半），２００５年２月１７日～

３月３１日（約１カ月半），２００５年１２月５日～２００６年１月３１日（約２カ月）とそれぞれ

の会期に７～８カ月の間隔を置きつつ３回開催されてきた。

第４回目は２００６年１０月１０日に，約８カ月ぶりに再開された。今回もNLDや一

部の少数民族組織は参加しなかった。また，この時期の国民会議再開は，１１月の

ガンバリ国連事務次長の再訪を視野に入れたものであったともいわれる。ガンバ

リ事務次長はこの訪緬をベースに，帰国後，国連安保理での最初の「ミャンマー

問題」に関する公式協議において政治状況を報告する予定であった。ガンバリ事

務次長に国民会議の進捗をみせることで，軍政の民主化への取り組みをアピール

する意図があったものと思われる。一方で，国民会議の初日には，国連安保理の

正式議題化に反対する声明を全会一致で採択するなど，安保理付託問題に対する

軍政の強い反発の姿勢も示された。

開会前にチョーサン情報相は，今会期が異例の４カ月程度になると発言した。

また，作業部会委員長を務めるアウントー最高裁長官は，今会期では新憲法の基

本原則全１５章（表１）のうち，７

章，８章を採択し，９章以下の

残りすべての章について話し合

うと発表した。実際には国民会

議は１２月２９日に再び閉会され，

今回も会期は２カ月半に留まっ

た。しかし，憲法原則の審議に

ついては，当初の予定どおり８

章までが採択され，９章から１５

章に関しても政府案が提出され

表１ 新憲法の１５章

前文
第１章 国家
第２章 国家の構成
第３章 国家元首
第４章 立法
第５章 行政
第６章 司法
第７章 国軍
第８章 国民及び国民の
基本的権利及び義務

第９章 選挙
第１０章 政党
第１１章 非常事態
第１２章 憲法改正
第１３章 国旗・国標・
国歌及び首都
第１４章 経過規定
第１５章 総則

（出所） Myanma Alin（ミャンマー国営新聞）．

２００６年のミャンマー
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た。国家構成，国家元首，立法，行政，司法など合意形成の難しさが予想された

箇所の審議は終了し，残りは選挙，政党，国旗・国歌，首都など比較的合意を得

やすい項目となっている。また，２００４年以降の国民会議の議事進行においては，

政府原案の審議が終了後，一旦休会に入り，その後再開された会期で正式に承認

するという手続きが慣行となっている。以上から，２００７年には国民会議プロセス

が完了するのではないかとの観測も出ている。

経 済

経済成長の実績

２００６年１２月１７日，ソーター国家計画・経済発展相は，新首都ネーピドーに商工

会議所，外国大使館，国際機関，国際NGOなどの関係者を集めて，現政権下に

おける経済発展の実績について説明した。それによれば，これまでに政府は４次

の経済計画を策定し，各期間の平均GDP成長率は以下のとおりであった。すな

わち，第１次短期４カ年計画（１９９２～１９９５年度）は７．５％，第２次短期５カ年計画

（１９９６～２０００年度）は８．５％，第３次短期５カ年計画（２００１～２００５年度）は１２．８％で

ある（年度は４～３月）。２００６年度から第４次短期５カ年計画（２００６～２０１０年度）に

入り，期間中の経済成長率は年平均１２．０％を目標としている。また，２００５年度の

GDP成長率は１３．２％，２００６年度上期（４～９月）のそれは１３．４％であった。政府

発表の数字に基づけば，ミャンマー経済は過去１５年間にわたり高い成長を続け，

かつその成長率が加速していることになる。

しかし，国内外のエコノミストの間では，このような持続的で高い水準の経済

成長はあり得ないとする見方が大方である。２００６年の経済成長に関しても，アジ

ア開発銀行（ADB）は１２月７日に発表した報告書において，GDP成長率を２～

４％程度と推定している。雑誌『エコノミスト』の調査部門であるEIUも，２００６

年度のGDP成長率を２．０％と見込んでいる。

筆者が２００６年１２月に行った現地の民間製造業者からの聞き取りに基づく印象も，

ADBや EIUの予測値に近いものである。最大の問題は電力事情の悪さであった。

例えば，電気を多用するプラスチック産業は深刻な事態に陥っていた。ヤンゴン

とマンダレーで訪問した８社のうち６社までが最近１～２年の間に，生産設備を

電力事情の悪い工業団地から電力の優先配給を受けることができる軍や警察の敷

地内へと移転させていた。これらの工場は正式な認可を受けたものではないが，

我が道を行く――統治２０年を目指す軍事政権
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軍や警察は借地料稼ぎのために敷地の一部を民間事業者に貸し出しているのであ

る。工場が工業団地から脱出するという奇妙な現象が広範囲に発生するなか

で，２桁の経済成長が続くとは考えられない。

好転する対外部門

それでも，ADBや EIUが数％という緩やかな経済成長を想定するように，

ミャンマー経済が崩壊の危機に瀕しているという訳ではない。ミャンマー経済の

持続性は，対外経済部門の改善に支えられている部分が大きい。軍政は民主化・

人権問題で国際社会の厳しい批判を受け，欧米諸国からは経済制裁を加えられて

いる。なかでも，２００３年７月に発動されたアメリカの経済制裁はミャンマー産品

の輸入を禁止し，アメリカ金融機関のミャンマー企業や機関との取引を禁ずると

いう，きわめて厳しい内容であった。これにより２０００年には全輸出のおよそ４分

の１を占め，輸出仕向地で第１位であったアメリカ市場へのアクセスをミャン

マー企業は失った。

にもかかわらず，同国の対外貿易は順調に拡大している。表２によれば，ミャ

ンマーの輸出はアメリカの経済制裁が発動された２００３年には微減したが，２００４

年，２００５年，そして２００６年１～９月において，１５～２０％以上の伸びを示している。

このような拡大が可能であったのは，タイ向けの天然ガス輸出が好調だったから

である。タイへのパイプラインによる天然ガス輸出は，２００３年の７億３８００万訐か

ら２００５年には１５億訐へと拡大した。そして，２００６年１～１１月期には１８億７１００万訐

（前年同期比３９％増）と過去最高を記録した。前年同期に比べて輸出量は大きく伸

びてはいないので，これは原油価格の上昇によるものである。その結果，輸出仕

向地としてはタイが全輸出の約６割を占めるに至っている。

一方，輸入も着実に拡大している。ミャンマーの輸入額は２００２年から２００５年に

かけて１．３倍，約７億訐増加した。とくに重要なのは，中国への輸入依存度の高

まりである。中国からの輸入は２００２年以降急拡大し，輸入構成比はそれまでの約

２割から３割へと上昇した。さらに，２００６年１～９月期には中国からの輸入額は

前年同期比で約３割増加し，輸入依存度は３６％にまで高まった。ミャンマーは２００３

年以降７億訐前後の対中国貿易赤字を計上している。この巨額の赤字は中国の経

済協力資金によって一部ファイナンスされているといわれる。

こうした輸入の拡大は，ミャンマー政府の表向きの輸入規制の強化と矛盾する。

政府は２００６年も輸出稼得外貨の範囲内でのみ輸入を認める輸出先行政策（Export

２００６年のミャンマー
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First Policy）を維持し，国内民間企業・外資系企業に対し輸入ライセンスの発

給を制限してきた。また，政府は輸入額の大きな品目を対象とした輸入規制をし

ばしば発動したようである。しかし，一部で輸入規制が強化されたことは確かで

あろうが，相手国側からの統計でみる限り，２００６年に関しては全体として輸入制

限は緩和されたと判断できる。輸入財の流入は，国内産業に機械設備や原材料を

供給し，国民に消費財や耐久財を提供することでミャンマー経済を支えた。

全体として輸入規制が緩和されてきた背景には，天然ガス収入によるミャン

マーの外貨事情の改善がある。初めてガス代金が入金されたと思われる２００１年８

月には，外貨準備高が２億３９００万訐から４億４０００万訐へと倍増した。外貨準備高

はその後も順調に積み上がり，２００６年６月時点で９億３８９０万訐となった。また，

天然ガスによる外貨収入はすべて国庫に入ることから，国有企業を含む政府部門

の外貨不足を一挙に解消した。政府統計によれば，２００５年度の政府部門の貿易収

支は７６億７５００万チャ
ット（公定レート換算で１３億２１００万訐）の黒字を計上した。天然ガス

収入は主に公的部門に恩恵をもたらしたが，公共投資や公的部門の消費拡大を通

じて，経済全体の成長率を引き上げたことは間違いないだろう。

表２ ミャンマーの主要国との貿易
【輸出】 （１００万ドル，％）

２００２ ２００３ ２００４ ２００５ ２００５
１―９月

２００６
１―９月

輸出総額
伸び率（％）

２，６１８
―０．７

２，５７０
―１．８

２，９５２
１４．９

３，４９０
１８．２

２，４２４
―

２，９５１
２１．７

主
要
国
の
構
成
比
（％）

タイ
インド
EU（１５カ国）
中国
日本

３４．９
１３．４
１５．８
５．２
４．２

３５．５
１４．０
１６．９
６．６
５．４

４３．８
１３．９
１９．１
７．０
６．１

５１．１
１４．０
１０．１
７．９
５．８

５３．４
８．９
１１．１
９．６
６．１

５７．２
１１．２
９．８
７．１
５．７

【輸入】 （１００万ドル，％）

２００２ ２００３ ２００４ ２００５ ２００５
１―９月

２００６
１―９月

輸入総額
伸び率（％）

２，３５３
７．９

２，６８４
１４．１

２，９５４
１０．０

３，０５４
３．４

２，１１８
―

２，３１７
９．４

主
要
国
の
構
成
比
（％）

中国
タイ
シンガポール
マレーシア
韓国

３０．８
１３．４
２２．３
１０．２
６．１

３３．８
１６．３
２４．３
５．２
６．９

３１．８
２０．４
２２．１
５．１
５．５

３０．６
２２．８
１９．５
８．０
３．９

３０．４
２４．３
２２．２
５．２
４．３

３６．０
２４．３
１８．３
４．９
３．７

（注） インドは１～６月，マレーシアは１～８月。
（出所） 主要２６カ国の通関統計より集計。
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物価上昇

２００６年は物価上昇に悩まされた年であった。物価上昇圧力は，政府が２００５年１０

月２０日に石油燃料（ガソリン・ディーゼル）の公定価格を８～９倍に値上げしたこ

とを契機に，既に強まっていた。これに拍車をかけたのは，２００６年４月１日付の

公務員（軍人を含む）給与の６～１２．５倍という大幅引き上げである。公務員の最低

賃金は３５００チャットから２万チャ
ット（市場為替レート換算で約１６訐）に，局長級の賃金は１万

６０００チャットから２０万チャ
ット（約１６０訐）に改定された。今回の給与改定は，新首都へ

の移転に伴う措置と考えられる。新首都への赴任に伴い，これまで実態として広

範囲に行われていた公務員による副業ができなくなり，また家族をヤンゴンに残

しての単身赴任者も多いことから，移転に伴う収入の減少や生計費の上昇を補填

する必要があったのである。しかし，同時に食料手当（一律５０００チャット）が廃止され，

事実上の補助金となっていたディーゼル・ガソリンの公定価格での配給も，２００５

年の公定価格値上げにより転売の差益はほとんど消滅していた。さらに，改訂後

の給与水準も生計費と比べて決して高いものとはいえず，公務員世帯の家計は依

然として楽ではない。

さらに，政府は５月１日付で電力料金をおよそ１０倍に値上げした。電力料金の

改定は７年ぶりである。従来は一般家庭では使用電力量によって単位（kWh）当

たり下限２．５から上限２５チャットの範囲，さらに公務員や年金生活者へは０．５から２５チャットの

範囲と優遇料金が課されていたが，今後は契約主体にかかわらず一般家庭用が単

位当たり２５チャット，産業用が５０チャットとなった。

公務員給与と電気料金の大幅値上げの物価への影響は大きかった。改訂の噂が

出始めた３月からじわじわと食料・燃料価格が上がり始め，４月に入ると顕著な

上昇をみせた（図１）。財政歳入省は中央銀行レートを１０％から１２％へと引き上げ，

引き締め策をとったが効果はなかった。

なかでも，主食のコメ価格の値上がりは激しかった。７月に入ると食用油や燃

料価格が落ち着きを取り戻したにもかかわらず，コメ価格は再び高騰し始めた。

政府はヤンゴンから他地域へのコメ移出を禁止したり，業界団体に低価格販売を

させたりして，米価抑制を試みた。しかし，それでも価格高騰は止まらず，８月

上旬，当局は遂に投機的取引を行ったとして卸売業者の逮捕に踏み切った。恐れ

を抱いた商人たちは，店を閉めたり，在庫を全て売り払ったりしたと言われる。

こうした政府の強硬姿勢が功を奏してか，その後米価は若干落ち着きを取り戻し

た。ところが，１０月後半に入り，再び高騰の気配を見せ始めた。米価高騰の真の
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原因は不明であるが，雨期末期の洪水被害が関係しているとの見方もある。

対 外 関 係

国連安保理の正式議題化

２００６年の対外関係において最大の焦点は，国連安保理を舞台とした国際社会の

ミャンマー軍政への圧力の強化であった。国連安保理による制裁措置は，朝鮮民

主主義人民共和国（北朝鮮）のミサイル発射や核実験をめぐる議論を通じて日本で

もすっかり有名になったが，ミャンマー政策をめぐってもこの場で各国が激しい

駆け引きを展開したのである。

アメリカは２００５年からミャンマー軍政による民主化の遅れや人権侵害を対象と

する，いわゆる「ミャンマー問題」を国連安保理に正式議題として付託するべく働

きかけてきた。国連安保理の正式議題とするためには，理事国１５カ国（常任５カ

国，非常任１０カ国）のうち，９カ国の賛成が必要である。しかし，常任理事国の

中国やロシア，さらには非常任理事国の日本にも事実上の反対をされ，２００５年は

１２月に非公式協議を開催するに留まっていた。

２００６年に入ってもアメリカは働きかけを続け，５月３１日には２回目の非公式協

図１ 主要品目の価格推移
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議が開催された。この協議の直前，ガンバリ国連事務次長が訪緬し，外国人要人

として２年ぶりにスーチーと面談したことは，先に述べたとおりである。３月に

ASEAN特使として訪緬したサイド・ハミド・マレーシア外相が，スーチーはも

とよりタンシュエ議長にさえ会えなかったことに比べると破格の扱いであった。

軍政がいかに国連安保理問題を，深刻に受け止めているかを示す対応であった。

軍政の配慮が功を奏したのか，第２回非公式協議においては，ガンバリ事務次

長から報告を受けたうえで，中国，ロシア，日本などが決議案に反対し，この時

点では「ミャンマー問題」の国連安保理付託は避けられた。日本の大島国連大使は，

ミャンマー情勢は現時点では，国際平和と安全に対する脅威にはあたらないと発

言した。この日本の姿勢に対するアメリカの反発は強かった。翌日，元国家安全

保障会議（NSC）アジア上級部長のグリーンは，市民の自由を抑圧する中ロ側に

立った日本の対応は間違いであるとの声明を発表した。

ボルトン米国連大使は，９月に入ると議長国のギリシャに対し書簡で正式議題

化を再度要請した。そして遂に，９月１５日，国連安保理は賛成１０，反対４，棄権

１の多数決で，「ミャンマー問題」を正式議題とすることを決定した。当初より賛

成していたアメリカ，イギリス，フランス等に加え，今回は日本も賛成票を投じ

た。中国，ロシア，カタール，コンゴ共和国の４カ国が反対，タンザニアは棄権
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した。

これに対してミャンマー政府は強く反発した。９月１９日，国営紙は国連安保理

の動きは内政干渉であるとする５ページに及ぶ社説を掲載し，そのなかで，アメ

リカ以外では唯一日本を名指しで非難した。日本は第二次世界大戦中にミャン

マーを占領し，住民に残忍な行為を行ったにもかかわらず，過去の歴史を忘れ，

超大国の味方をしたと糾弾したのである。これまでミャンマー政府が公式に歴史

問題を取り上げたことはほとんどなく，彼らの苛立ちが窺える対応であった。

実際，日本は５月の会議ではミャンマー情勢は世界平和の脅威ではないとして

安保理付託に反対する意見を述べておきながら，その後何ら状況に変化がないに

もかかわらず，今回は賛成に転じた。日本が賛成に廻ったのは，７月の北朝鮮の

ミサイル発射や核実験への動きを受けて，国連安保理の場でアメリカの強力な後

押しを得る必要があったことが一因とされる。しかし，こうした日本の姿勢は

ミャンマー軍政にはアメリカ追従と映ったはずである。日本の態度を変化させた

北朝鮮問題であるが，奇しくも，国連安保理による対北朝鮮制裁措置は，その威

力をミャンマー軍政にも見せつけるものとなったのである。

「ミャンマー問題」の公式議題化を受けて，アメリカは国連安保理による対ミャ

ンマー決議の採択へ向けて積極的に動き出した。国連安保理は９月２９日の会合で

初めてミャンマー情勢を正式議題として取り上げ，ガンバリ事務次長からヒヤリ

ングを行った。ボルトン米国連大使は，ミャンマー軍政は国連の要請に全く応じ

ていないと批判したものの，１１月に予定されているガンバリ事務次長のミャン

マー再訪の結果を待つことで妥協した。

ガンバリ事務次長は予定どおり１１月９日から１２日まで訪緬し，新首都でタン

シュエ議長と，ヤンゴンでスーチーと面談した。スーチーとの面談は政府のゲス

トハウスで約１時間行われ，報道によるとスーチーは国連の関与継続を歓迎し，

それが多くの問題に対処するのに役立つことを期待すると述べたとされる。しか

しながら，今回も軍政から状況改善へ向けた具体的な行動を引き出すことはでき

なかった。

１１月２７日，国連安保理はミャンマー情勢に関する２回目の公式協議を開催した。

ガンバリ事務次長から報告を受けたボルトン米国連大使は，事態に進展が見られ

ないとして非難決議案を提出する意向を表明した。１２月１３日，アメリカが起草し

たミャンマー情勢に関する国連安保理決議の素案が明らかになった。同案では

ミャンマー情勢は地域の平和と安全にとって重大な危険であるとして，深刻な懸
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念を表明している。また，少数民族への軍事攻撃の停止やスーチーの無条件解放

を求める内容となっている。

ただし，この決議案は国連憲章第７章に基づくものではなく，すぐに制裁措置

や軍事手段を追求するものではない。決議の主眼を国民和解の促進に置くことで，

中国，ロシアなど反対が予想される国に対しても一定の配慮をした内容となって

いる。しかし，拒否権を持つこれら両国はミャンマー情勢は国際平和への脅威で

はないとして，この問題を国連安保理で取り上げること自体に反対している。

中国，インドとの関係強化

国連安保理を舞台として国際社会の圧力が強まるなかで，２００６年は中国，イン

ドとの緊密な関係が目立つ年となった。同年，ソーウィン首相は２度中国を訪問

した。１回目の訪中は２月１４日から１８日で，雲南省経由で北京入りし，胡錦濤国

家主席，温家宝首相らと会談した。中国はミャンマー政府に対し，水力発電所建

設，肥料供与，鉄道車両寄贈，通信分野への信用供与，航空航路開設，情報ハイ

ウェー構築など，８件の協力案件を実施することで合意した。一方，ヤカイン州

沖Ａ１鉱区で開発されている天然ガスをパイプラインで雲南省へ輸出する計画に

ついて，その早期実現を求めた。

ソーウィン首相の２回目の訪中は１０月３０日であった。中国がすべてのASEAN

諸国と国交正常化してから１５周年となるのを記念して，広西チワン族自治区の南

寧で開催された中国・ASEAN首脳会議に参加したのである。翌３１日には温家宝

首相と会談した。温家宝首相は「政局安定，経済発展，民族の和解を真に希望す

る」と述べ，間接的な表現ながらミャンマー国内情勢について注文をつけた。た

だし，経済協力については引き続きコミットメントを示した。

一方，ミャンマーにおける中国の影響力の高まりに警戒感を持つインドは，近

年，対ミャンマー政策を積極的関与に方向転換している。そうしたなか，インド

にとって２００６年は外交攻勢の年となった。まず，インドのカラム大統領が３月８

日，国家元首として初めて軍政登場後ミャンマーを訪問した。これは２００４年１０月

のタンシュエ議長の訪印（国家元首としては２４年ぶり）に対する返礼であった。カ

ラム大統領は，中国に先行されていたＡ１鉱区の天然ガス調達についてミャン

マー政府と基本合意に至るなど，実質的な成果も上げた。

インドは軍事面においても協力関係を強化している。２００６年にはインド陸海空

軍の司令官がそれぞれ訪緬，合同軍事演習や武器売却について話し合った。特に
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両国海軍の軍事交流は活発である。ミャンマー海軍は２００６年１月，国産コルベッ

ト艦「アノーヤター」をインド海軍が主催する共同海軍演習「ミラン２００６」に派遣し

た。ミャンマー海軍が外国海軍との共同訓練に艦艇を派遣したのはこれが初めて

である。これより以前，インド海軍はアンダマン海のココ諸島に設置が噂されて

いた中国人民軍のレーダー施設が，存在しないことを確認している。

また，インドはイギリスの反対にもかかわらず，イギリスから調達した海上偵

察機「アイランダー」のミャンマー軍への転売を試みている。この他，戦車，兵士

輸送車，野戦砲，軽砲，迫撃砲，軽ヘリコプター，レーダーなども売却を開始も

しくは検討している。２００６年１２月には軍政ナンバー３のシュエマン大将がインド

を訪問し，ミャンマー領内を拠点に活動する反インド政府武装勢力の掃討作戦に

ついて話し合った。ミャンマー軍政は中国とインドのライバル関係を利用しつつ，

両者から巧みに経済・軍事協力を引き出している。

ところで，ソーウィン首相の１度目の訪中やカラム大統領の来訪時期は，サイ

ド・ハミド・マレーシア外相がASEAN特使として訪緬を繰り返し打診してい

た時と重なっている。ミャンマー政府は首都移転で忙しいことを理由にこれを拒

否し続け，結局，特使の訪問は３月２３日にずれ込んだ。軍政のあからさまな中

国・インド優先姿勢を印象づける出来事であった。また，先述したとおり，サイ

ド・ハミド外相は，結局，タンシュエ議長にもスーチーにも会えなかった。

ASEANは国民和解の調停者としても，ミャンマー軍政と国際社会の仲介者とし

ても，その影響力を低下させている。こうした一連の出来事を契機として，現在，

ASEANはこれまで基本原則として掲げてきた内政不干渉やコンセンサス方式の

見直し，あるいは資格停止などの制裁的措置の導入を検討し始めている。

２００７年の課題

国内民主化勢力との妥協を排し，国際社会の圧力にも屈することなく，我が道

を貫いてきた軍政は２００７年９月で統治２０年目に入る。２００７年はこの２０年という歳

月の重みが，国内情勢に何らかの変化をもたらすことになるのか，注目される年

となるだろう。

第１に，軍政主導の民主化プロセスの行方が注目される。国際社会の圧力が強

まるなかでさすがに先延ばし戦略も限界に近づきつつある，との認識が政権内部

で強まっても不思議ではない。こうしたなか，国民会議における審議は終盤を迎

えつつある。２００７年，国民会議が終了するとの観測も強まっている。仮に国民会

我が道を行く――統治２０年を目指す軍事政権
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議が終了した場合，憲法の具体的な起草作業へと入ることになる。１９９２年時点で

は１９９０年総選挙で選出された議員で構成する制憲議会がこの作業を行うことに

なっていた。しかし，２００３年民主化ロードマップにおいては，これを誰が担当す

るのか明示されていない。また，その後の国民投票の実施方法などに関しても詳

細は決まっていない。このため，たとえ国民会議が終了しても，新憲法の策定ま

でにはまだ紆余曲折が予想される。

第２に，国軍内部でのリーダー交替の可能性が注目される。タンシュエ上級大

将（１９３３年生まれ）は１９９２年４月の議長就任以来，在任１６年目を迎えようとしてい

る。２００４年１０月のキンニュン首相更迭により，１９８８年９月の軍政誕生以来，国軍

幹部として残っているのはタンシュエ議長とマウンエイ副議長の２人のみとなっ

た。タンシュエ議長の高齢化とともに，軍政はトップ交替をにらむ時期に至って

いる。折しも，２００７年初にはタンシュエ議長がシンガポールで入院するなど，健

康不安が伝えられた。議長に何かあれば，ナンバー２のマウンエイ副議長（１９３７

年生まれ）が昇進するのが順当である。しかし，マウンエイはタンシュエより４

歳若いのみで，世代交代にはならない。そこで後継者として脚光を浴びているの

がナンバー３のシュエマン大将（１９４７年生まれ）である。２００６年９月には，シュ

エマン大将が国軍司令官に，ミンアウン少将（南西軍管区司令官）が国軍副司令

官（兼陸軍司令官）に指名されたとの噂が流れた。結局，交替はなかったが，こ

うした噂が出ること自体，シュエマン大将への期待感の表れかもしれない。ただ

し，国軍内で彼の後継者としての立場が確立しているわけではなく，マウンエイ

副議長と後継争いが起きる可能性も否定はできない。

最後に，ミャンマー情勢に何らかの変化があった場合の国際社会の対応が注目

される。たとえ国民会議が終了しても，これをボイコットしているNLDやスー

チーは，その憲法原則を認めないであろう。実際，憲法原則には国政における国

軍の指導的役割，議会における４分の１の軍人議席の確保，国防，治安，内務，

国境地域に関する閣僚の国軍司令官による指名など，現体制に都合のよい規定が

いくつも盛り込まれている。スーチーが認めない新憲法に対し，アメリカをはじ

めとする国際社会はどのような態度を示すのか。経済制裁や国連安保理の場で圧

力をかけ続けるのか，それとも現実的な判断をして軍政主導の民主化プロセスを

追認するのか。２００７年，軍政２０年の年月を振り返りつつ，国際社会は難しい選択

を迫られることになるかもしれない。

（地域研究センター研究グループ長）
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１月４日蜷国民民主連盟（NLD），独立記念

日の集会で，最高統治委員会の設置を提案。

蜷週刊紙の『ミャンマー・タイムズ』，日刊

紙の発行免許を申請。

８日蜷インド国境の町タムで２件の爆発。

蜷ラザリ国連事務総長特使，辞任。

１２日蜷大宇，ヤカイン州沖合のＡ３鉱区で

巨大な天然ガスの鉱床を発見。

１６日蜷インド政府，インド・ミゾラム州と

ミャンマー・チン州をむすぶ道路建設を決定。

１７日蜷政府，ASEANの犯罪取締相互協力

条約に調印。

２２日蜷ミャンマー・タイ第２友好橋，開通。

タチレクとメーサイを結ぶ。

３１日蜷国民会議，休会。

２月１日蜷ブッシュ米大統領，施政方針演説

でミャンマー軍政を批判。

４日蜷タクシン・タイ首相，ミャンマー国

境の難民キャンプを視察。

７日蜷ソーター国家計画・経済発展相，国

連・国際NGO等の活動に関する新たなガイ

ドラインを発表。

１２日蜷NLD，国会開催を前提に，国家平

和発展評議会（SPDC）を暫定合法政府として

認める提案。４月１７日までに回答を要求。

１４日蜷政府，ティンウーNLD副議長の自

宅軟禁を１年延長。

蜷ソーウィン首相，中国を訪問（～１８日）。

１７日蜷タンシュエ議長，新首都入り。

蜷上海金橋輸出加工区開発，中国政府にヤ

ンゴンでの経済特区開発の提案書を提出。

２１日蜷チョーサン情報相，２００５年５月の同

時爆破事件の容疑者を逮捕と発表。

２７日蜷テインニュン国境地域少数民族発展

相，新首都市長に就任。

蜷国家計画・経済発展相，２００５年度のGDP

成長率を１２．２％，物価上昇率を９％と発表。

３月１日蜷ユドヨノ・インドネシア大統領，

来訪（～２日）。タンシュエ議長と会談。

蜷国内航空のエア・バガン，ヤンゴン＝ピ

ンマナ線を就航。週３便運航。

２日蜷訪印中のブッシュ米大統領，ミャン

マーの人権状況を批判。

蜷タウングーで爆発事件。被害は軽微。

３日蜷ヨー・シンガポール外相，ミャン

マーと距離を置く可能性に言及。

蜷政府，ドリードマッテン人道対話セン

ター（本部スイス）所長への査証更新を拒否。

３月末までに事務所閉鎖へ。

７日蜷エア・バガン，ミッチーナー，プー

タオ，ダウェー，ベイッへ定期便就航。

８日蜷カラム・インド大統領，来訪。ヤカ

イン州沖の鉱区で生産される天然ガスの輸送

方法を検討することで合意。

９日蜷自宅軟禁中のティンウーNLD副議

長に外出許可。

１３日蜷国連食糧農業機関（FAO），マンダ

レーで鳥インフルエンザ発生を確認。

１５日蜷インドネシア訪問中のライス米国務

長官，ミャンマー軍政を批判。

蜷ヤンゴン・エアウェーズ，エア・マンダ

レー，ヤンゴン＝ピンマナ（ネーピードー）線

を就航。

１６日蜷国際労働機関（ILO），ミャンマーの

強制労働問題に改善がみられないとする報告

書を理事会へ提出。

２２日蜷国軍が３月上旬にカレン州の少数民

族武装組織への攻撃を再開したとの報道。

２３日蜷サイド・ハミド・マレーシア外相，

ASEAN特使として来訪。スーチーと面会で

きず，予定を早めて帰国。

２７日蜷政府，新首都で国軍記念日の式典を

重要日誌 ミャンマー ２００６年
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開催。各国大使館の武官を招待。

３０日蜷国境のない医師団の仏チーム，ミャ

ンマーでの活動から撤退。

３１日蜷ピンマナの裁判所，新首都を無断撮

影したジャーナリスト２人に禁固３年の判決。

４月１日蜷政府，公務員給与を最大１２．５倍に

引き上げ。

蜷所得税法，商業税法を改正。

蜷中央銀行，中央銀行レートを利上げ。

２日蜷マウンエイ副議長，ロシア訪問。

４日蜷ロシア首相，マウンエイ副議長と武

器売却について合意。

蜷電力省，タイ企業MDXとタンルィン川

における水力発電ダム建設で合意。契約額は

６０億訐。

６日蜷国営紙，２月１２日のNLD提案を拒

否する記事を掲載。

７日蜷ミャンマー商工会議所連盟（UMFCCI）

のヤンゴン本部事務所で火災。

９日蜷情報相，昨年来の連続爆弾事件は，

カレン民族同盟（KNU）などの反政府組織の

共謀によるものと発表。

蜷ASEM財務相会合，ミャンマーにマネー

ロンダリング対策を求める議長声明を発表。

１０日蜷政府，北朝鮮との国交回復を決定。

１１日蜷ウィンアウン前外相に禁固７年の判

決。判決は約６週間前に言い渡された模様。

１２日蜷新首都の電力供給が２４時間体制に。

１４日蜷内務省，NLD関連組織など海外に

拠点をもつ４組織をテロ組織と認定。

１７日蜷中国政府，シットウェ＝昆明パイプ

ライン計画を承認。

蜷モーラミャインとモッタマをつなぐ鉄道

橋，開通。橋は国内最長。

２０日蜷ASEAN非公式外相会議，バリ島で

開催。ミャンマー問題を協議。

蜷ヤンゴンの５カ所で爆発事件。

２１日蜷国営紙，NLD党員の離党，議員辞

職の記事を連日掲載。

２７日蜷国軍，カレン州における軍事行動を

強化。１万人以上の難民が流出。

２９日蜷サイクロンがヤンゴン管区とエーヤ

ワディー管区に上陸。大きな被害。

５月１日蜷電力省，電気料金を約１０倍に値上

げ。値上げは７年ぶり。

３日蜷KNU，国軍に対し軍事行動の即時

停止を要求。

４日蜷政府，公共の場での喫煙を禁止。

８日蜷NLD，国営紙報道の党員離党，議

員辞職の事実を否定。

蜷チッチャイ・タイ法相（首相代行），ミャ

ンマー国軍のカレン州での軍事行動に懸念を

表明。

蜷政府，日本ASEANセンターに加盟。

９日蜷ASEAN，初の国防相会議を開催。

ミャンマーは欠席。

蜷国営紙，米・英大使館の英語・国際関係

研修コースを内政干渉と批判。

蜷航空貨物大手DHL，年末までにミャン

マー事業からの撤退を決定。

１５日蜷内閣，小幅改造。チーアウン文化相，

セイントヮ社会福祉・救済・復興相を更迭。

蜷政府，電力省を第１電力省（水力発電），

第２電力省（火力発電，送配電）に分割。

１８日蜷ガンバリ国連事務次長（政治局長），

来訪。２０日にスーチーと面談。

蜷ブッシュ米大統領，ミャンマー制裁法を

１年延長。

２３日蜷インターネット接続停止（～２６日）。

２６日蜷アナン国連事務総長，スーチー解放

を求める声明を発表。

２７日蜷政府，スーチー自宅軟禁を１年延長。

蜷NLD，１９９０年総選挙記念式典を開催。

蜷政府，中国と麻薬対策の協力協定を締結。

ミャンマー
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３１日蜷国連安保理，ミャンマー問題に関す

る２度目の非公式協議。

６月５日蜷中央銀行，新首都へ移転。

６日蜷当局，NLD党員のススヌエを釈放。

蜷財政歳入省，国境貿易の輸入関税を実質

引き上げ。

８日蜷政府，中国と２億訐の融資契約。

１２日蜷久間自民党総務会長（元防衛庁長官），

ヤンゴンでニャンウィン外相と会談。

１５日蜷ILO，ミャンマーの強制労働問題に

関し国際司法裁判所（ICJ）への告訴を検討。

１６日蜷EC，エイズ，結核，マラリア対策

でミャンマー支援を表明。

１７日蜷政府，副大臣８人，最高裁判事１人

を解任。

１９日蜷スーチー，６１歳の誕生日。

２６日蜷第１電力省，タイ発電公社（EGAT），

中国国営シノハイドロとタンルイン川水力発

電計画について覚書を締結。

２８日蜷政府民営化委員会，国営工場１１カ所

の株式の放出を決定。

２９日蜷ヤンゴン税関局長を含む多数の税関

職員が逮捕。

蜷スイス，ミャンマー政府高官の資産凍結。

３０日蜷郵政通信公社（MPT），ピンウール

ウィン郊外の情報技術団地の建設に着工。

７月１日蜷インド国営ガス会社（GAIL），天

然ガス・パイプライン事業化調査を終了。

３日蜷国連人権理事会，ピニェイロ特別報

告官の任期を２００７年６月まで延長。

５日蜷ユザナ・グループ，ミャンマー初の

パーム油精製工場の操業を開始。

９日蜷政府，NLD党員エイミン弁護士釈放。

１１日蜷中央銀行，銀行の払込資本の最低限

度額を引き上げ。預金残高の１０倍以上に。

１６日蜷バゴーで爆発事件。

１７日蜷２０００年にタイ病院占拠事件を起こし

た「神の軍隊」を率いた双子，政府軍へ帰順。

１９日蜷政府，殉難者の日記念式典にスー

チーを招待せず。

２５日蜷ASEAN外相会議，ミャンマーの民

主化に関する懸念を表明。

蜷ASEAN諸国，相互ビザ免除協定に調印。

８月１日蜷ミャンマー・ベトナムの外務省，

第２回政治協議会合を開催（～３日）。

２日蜷タクシン・タイ首相，来訪。タン

シュエ議長と会談。

７日蜷ルアンロート・タイ国軍司令官，来

訪。マウンエイ副議長と会談。

８日蜷１９８８年８月８日反政府デモの記念行

事，開催。元活動家らが参加。

９日蜷政府，米卸売業者協会名誉会長を逮

捕。価格吊り上げの容疑。

１０日蜷ロムロ・フィリピン外相，来訪（～

１２日）。１１日にタンシュエ議長と会談。

蜷ミャンマー石油ガス公社（MOGE），ペ

トロナスと天然ガス輸送，液化事業の事業化

調査で合意。

蜷政府，国立図書館ビルの売却を発表。首

都移転に伴う措置。

１６日蜷エア・アジア，バンコク＝ヤンゴン

便就航。

１７日蜷日本政府，乾燥地植林のための無償

資金協力（３億３０００万円）を供与。

２１日蜷財政歳入省，ミャンマー市民銀行を

輸出入銀行に改組する計画を発表。

２４日蜷ヨーマ・ストラテジック社，シンガ

ポール証券取引所に上場。

２５日蜷内務省，シャン州軍（南部）をテロ組

織に指定。

２８日蜷政府，新首都で国有地を売却。都市

基盤整備事業の一環。

３０日蜷国営紙，全ビルマ学生民主戦線（ABSDF）

がテロを計画と報道。

２００６年 重要日誌
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９月１日蜷ボルトン米国連大使，ミャンマー

問題を国連安保理の公式議題に加えるように

求める書簡を安保理議長へ送付。

１０日蜷外相，ASEM首脳会議に参加（～１１

日）。

１１日蜷ソンティ・タイ陸軍司令官，来訪。

１５日蜷国連安保理，ミャンマー問題を公式

議題化。

１６日蜷ロシア国営石油会社のザルベージュ

ネフチ，MOGEおよびインド企業と天然ガ

ス開発で合意。

１９日蜷国営紙，国連安保理がミャンマー問

題を公式議題化したことを内政干渉と批判。

２６日蜷水産連盟，水産物の原産地証明の発

行業務を開始。

２７日蜷治安当局，ミンコーナインを含む元

学生活動家３人を拘束。

蜷NLD，結党１８周年記念式典を開催。

蜷外相，国連総会で国連安保理を批判。

蜷ピニェイロ報告官，国連人権理事会で

ミャンマーの人権状況につき報告。

２９日蜷国連安保理，ミャンマー情勢を公式

議題とする協議を開催。

３０日蜷治安当局，２７日に続き，元学生活動

家ら２人を拘束。

１０月２日蜷８８世代学生グループ，元学生活動

家らの解放を求める署名を開始。

１０日蜷国民会議，再開。

１２日蜷政府，スリー・ディジーズ・ファン

ドと協力協定を締結。

１４日蜷金融活動作業部会（FATF），資金洗

浄対策非協力国リストからミャンマーを除外。

１６日蜷民主活動家のテーウィンアウン，マ

ンダレーの刑務所で死亡。

２３日蜷エネルギー省，陸上油田を外資に再

び開放する方針を発表。

蜷内国歳入局，外資系企業で働く外国人職

員の所得税滞納額を会社に請求する方針。

蜷８８世代学生グループ，仲間の解放を求め

て宗教施設で祈りを捧げる活動を開始。

３０日蜷首相，ASEAN・中国対話関係構築

１５周年記念サミットに出席（南寧）。

３１日蜷首相，温家宝・中国首相，スラユッ

ト・タイ首相と南寧で会談。

１１月４日蜷北朝鮮貨物船，ティラワ港に寄港。

蜷国営紙，８８世代グループの祈りを捧げる

活動を非難。

６日蜷政府，旅券発給事務所をタチレク，

ミャワディ，コータウンに設置。タイで働く

ミャンマー人が対象。

７日蜷ブアソン・ラオス首相，来訪（～９

日）。

９日蜷ガンバリ国連事務次長，来訪（～１２

日）。タンシュエ議長，スーチーと面談。

１４日蜷NLD，国民の日記念集会を開催。

２３日蜷スラユット・タイ首相，来訪。タン

シュエ議長と面談。

２７日蜷国連安保理，ミャンマー情勢につい

て議論。ボルトン米国連大使は非難決議案提

出の意向を示す。

蜷内務相，赤十字国際委員会（ICRC）の５

カ所の地方事務所の閉鎖を命令。

１２月７日蜷MOGE，インド企業連合とＡ７鉱

区の開発で合意。

８日蜷外相，フィリピンのセブで開催され

たASEAN非公式夕食会に参加。

１３日蜷アメリカ，対ミャンマー国連安保理

決議案の素案を公表。

１４日蜷内務相，ICRＣ事務所の再開を許可。

１８日蜷政府，スロベニアと国交樹立。

２２日蜷国連総会，ミャンマー非難決議採択。

２４日蜷KNUのボーミャ前議長，死去。７９

歳。

２９日蜷国民会議，休会。

ミャンマー
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１ 国家機構図

２ 国家平和発展評議会（SPDC：State Peace and Development Council）
（２００６年１２月３１日現在）

No 名 前
SPDCにお
け る 役 職

国軍・政府における地位
階 級 役 職

１
２
３
４
５
６
７
８
９
１０
１１
１２
１３

Than Shwe
Maung Aye
Thura Shwe Mann
Soe Win
Thein Sein
Ye Myint
KyawWin
Khin Maung Than
Maung Bo
Myint Swe
Thiha Thura Tin Aung Myint Oo
Aung Htwe
Tin Aye

議 長
副 議 長
委 員
委 員
第一書記
委 員
委 員
委 員
委 員
委 員
委 員
委 員
委 員

上 級 大 将
上級大将補
大 将
大 将
中 将
中 将
中 将
中 将
中 将
中 将
中 将
中 将
中 将

国防大臣・国軍司令官
国軍副司令官・陸軍司令官
国防省陸海空軍作戦調整官
首相
国防省軍務総局長
国防省第１特別作戦室長
国防省第２特別作戦室長
国防省第３特別作戦室長
国防省第４特別作戦室長
国防省第５特別作戦室長
国防省兵站総局長
国防省訓練総局長
国防省国防産業局長

参考資料 ミャンマー ２００６年
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３ 閣僚名簿
（２００６年１２月３１日現在）

No 役 職 名 名 前 地 位 兼 任

１
２
３
４
５
６
７
８
９
１０
１１
１２
１３
１４
１５
１６
１７
１８
１９
２０
２１
２２
２３
２４
２５
２６
２７
２８
２９
３０
３１
３２
３３

首相
国防相
農業灌漑相
第１工業相
第２工業相
外務相
国家計画・経済発展相
運輸相
労働相
協同組合相
鉄道運輸相
エネルギー相
教育相
保健相
商業相
ホテル観光相
通信・郵便・電信相
財政歳入相
宗教相
建設相
科学技術相
文化相
入国管理・人口相
情報相
国境地域少数民族発展相
第１電力相
第２電力相
スポーツ相
林業相
内務相
鉱山相
社会福祉・救済・復興相
畜水産相

Soe Win
Than Shwe
Htay Oo
Aung Thaung
Saw Lwin
Nyan Win
Soe Tha
Thein Swe
Thaung
Tin Htut
Aung Min
Lun Thi
Chan Nyein
Kyaw Myint
Tin Naing Thein
Soe Naing
Thein Zaw
Hla Tun
Thura Myint Maung
Saw Tun
Thaung
Khin Aung Myint
Maung Maung Swe
Kyaw Hsan
Thein Nyunt
Zaw Min
Khin Maung Myint
Thura Aye Myint
Thein Aung
Maung Oo
Ohn Myint
Maung Maung Swe
Maung Maung Thein

大将
上級大将
少将
文民
少将
文民
文民
少将
文民
少将
少将
准将
文民
文民
准将
少将
准将
少将
准将
少将
文民
少将
少将
准将
大佐
大佐
少将
准将
准将
少将
准将
少将
准将

科学技術相

労働相

社会福祉・救済・復興相

入国管理・人口相

（注） 過去に軍籍があっても，現在軍籍を離れている場合は，文民と表記。

国軍関係省の業務は，国防省が掌理。

ミャンマー
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１ 基礎統計

１９９７／９８１９９８／９９１９９９／２０００２０００／０１２００１／０２２００２／０３２００３／０４２００４／０５２００５／０６
人 口（１００万人）
籾米生産高（１００万トン）
消費者物価指数（１９９７=１００）
公定為替レート（１ドル=チャット）

４６．４
１６．４

１０２．６３
６．２２３

４８．１６
１６．８

１３３．５１
６．２４５

４９．１３
１９．８

１５４．４０
６．２４３

５０．１３
２１．０

１５１．７４
６．４９５

５１．１４
２１．６

２０４．０９
６．７２１

５２．１７
２１．８

３２２．６８
６．４９１

５３．２２
２３．１

４０３．１４
５．９９３

―
２４．７

４１８．３３
５．７２８

―
２７．５

４６３．２６
５．８１０

（出所） Central Statistical Organization, Statistical Yearbook 2004, および Selected Economic
Indicators, May２００６．

２ 産業別国内総生産（実質） （単位：１００万チャット）

１９９９／２０００ ２０００／０１ ２００１／０２ ２００２／０３ ２００３／０４＊

１．財 生 産 計
農 業
畜 産 ・ 漁 業
林 業
エ ネ ル ギ ー
鉱 業
製 造 業
電 力
建 設

５３，２３５
３０，２９７
６，９８８
８３９
３９３

１，４６８
８，２７２
９４８

４，０３１

６０，６７０
３３，６５９
８，３１０
８６７
５１１

１，８６９
１０，１７１
１，０９３
４，１９１

１，８８９，６５３
１，３４６，０３０
２２６，８０２
１５，４３６
５，１７１
１０，６００
２２２，８３４
３，１７７
５９，６０３

２，０９０，８７７
１，４０９，０４１
２５８，６２０
１６，３９５
６，４６６
１４，０３３
２８６，８０２
３，８７８
９５，６４１

２，３７２，８９４
１，５４０，１３２
３２４，０８２
１７，４４６
７，１２６
１５，１４６
３５０，０８５
４，３５１

１１４，５２７
２．サ ー ビ ス 計

運 輸
通 信
金 融
社 会 ・ 行 政
そ の 他 サ ー ビ ス

１６，５６７
３，７９６
１，６６６
１，８３３
５，７１９
３，５５４

１８，６６０
４，６５０
２，１４９
２，１３１
５，９６８
３，７６２

２７３，７２９
１７４，８９２
９，２０７
３，２９９
４４，６８５
４１，６４５

３４２，９４６
２１９，９６８
１７，４７７
４，７９９
５０，７２４
４９，９７９

４０２，３７２
２６５，４２６
１８，５６７
５，１６６
５６，１７５
５７，０３９

３．商 業 計 １８，３５４ ２０，９４５ ６７８，９３３ ７５０，２９４ ８４９，５５０
国内総生産計（１＋２＋３） ８８，１５７ １００，２７５ ２，８４２，３１４ ３，１８４，１１７ ３，６２４，８１６
１人当たり国内総生産（チャット） １，７９４ ２，０００ ５５，５８１ ６１，０３２ ６８，１０５
Ｇ Ｄ Ｐ 成 長 率 １０．９ １３．７ １１．３ １２．０ １３．８

（注）１９９９／２０００，２０００／０１年度は１９８５／８６年生産者価格。２００１／０２年度以降は２０００／０１年度生産者価格。
＊暫定。

（出所） Central Statistical Organization, Statistical Yearbook 2004.

主要統計 ミャンマー ２００６年

４５２



３ 国家財政 （単位：１００万チャット）

１９９４／９５ １９９５／９６ １９９６／９７ １９９７／９８ １９９８／９９ １９９９／２０００
中 央 政 府 歳 入
経 常 収 入
う ち 税 収
うち国有企業納付金
資 本 収 入
金 融 収 入
外 国 援 助

３２，１８７
３１，３０８
２０，１０１
８，１９５
５９９
２８０
５７９

３９，５９４
３８，４４７
２２，６４４
１０，５０９
８５１
２９６
７７７

５４，８３２
５４，０８９
３１，３５７
１６，６４２
４９１
２５２
４２１

８６，７８３
８５，７２９
４９，４２９
２６，８６４
８０３
２５１
１，９１３

１１６，９６１
１１５，８１４
５６，６５３
４３，６８９
８０

１，０６８
１，０７３

１０７，００６
１０６，４２３
４９，９２０
４４，４１８
４０８
１７５
６６１

中 央 政 府 歳 出
経 常 支 出
資 本 支 出
金 融 支 出
準 備 積 立 金

４８，４９３
２７，６５４
２０，１４５
６１５
７８

６５，５２８
３２，８７５
３１，８２１
８１９
１３

８０，４４０
３７，０１０
４２，９２０
５１０

―

９８，４６２
４７，８３７
５０，３６５
２６０

―

１２４，７５２
６２，９５３
６０，９１９
８８０

―

１４５，４０３
８４，５２３
６０，３９６
３８４
１００

中 央 政 府 収 支 ―１５，７２７ ―２５，１５７ ―２５，１８６ ―９，７６６ ―６，７１７ ―３７，７３６
国 家 企 業 収 支 ―１３，９２９ ―１３，６７１ ―２６，５５５ ―４７，４６８ ―８５，１４９ ―７１，９８２
開 発 委 員 会 収 支 ―２９，６４７ ―３８，８２０ ―５１，７３９ ―５７，２４１ ―９１，８７６ ―１０９，７２５
財 政 収 支 計 ―５９，３０３ ―７７，６４８ ―１０３，４８０ ―１１４，４７５ ―１８３，７４２ ―２１９，４４３

（出所） 表２に同じ。

４ 国際収支 （単位：１００万ドル）

１９９９ ２０００ ２００１ ２００２ ２００３ ２００４
経 常 収 支
貿 易 収 支
輸 出
輸 入
サ ー ビ ス 収 支
受 取
支 払
経 常 移 転 収 支
受 取
支 払

―２８１．９
―８７８．５
１，２８１．１
―２，１５９．６
２１６．０
５５８．２
―３４２．２
３８０．７
３８１．０
―０．３

―２４３．０
―５１６．１
１，６１８．８
―２，１３４．９

―２４．０
５５６．５
―５８０．５
２９７．２
２９７．３
―０．１

―１６９．３
５８．２

２，４４２．５
―２，３８４．３

―４３１．３
４４５．２
―８７６．５
２０３．８
２１８．１
―１４．３

９．２
３７８．９

２，５２５．６
―２，１４６．７
―５３０．４
４０８．０
―９３８．４
１６０．７
１８４．５
―２３．８

―２０．５
７８９．６

２，６８７．２
―１，８９７．６

―９０４．２
２７６．２

―１，１８０．４
９４．１
１１６．９
―２２．８

１０９．７
９２２．７

２，９１５．１
―１，９９２．４
―９４６．５
２９３．８

―１，２４０．３
１３３．５
１５９．９
―２６．４

資 本 収 支
投 資 収 支
直 接 投 資
証 券 投 資
そ の 他 投 資

―
２４８．８
２５３．１

―
―４．３

―
１６０．１
２５４．８

―
―９４．７

―
１１７．３
２１０．９

―
―９３．６

―
９６．４
１８９．７

―
―９３．３

―
１３６．３
２４９．５

―
―１１３．２

―
１２４．８
２１２．８

―
―８８．０

誤 差 脱 漏 ―１２．３ ５９．６ ２３０．０ ―３６．６ ―４０．４ ―１０９．７
総 合 収 支 ―４５．４ ―２３．３ １７８．０ ６９．０ ７５．４ １２４．８

（出所） Asian Development Bank, Key Indicators 2006.
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５ 国別貿易
漓輸出 （単位：１００万ドル）

２０００ ２００１ ２００２ ２００３ ２００４ ２００５
輸 出 総 額 １，９７９．３ ２，６３４．４ ２，７７２．８ ２，７７０．４ ３，１６０．５ ３，６４８．４

主
要
国

タ イ
イ ン ド
中 国
日 本
ア メ リ カ

２３３．０
１６２．９
１１３．５
１０８．４
４４２．７

７３５．４
１７９．８
１２２．０
９２．８
４５６．２

８３１．２
３１４．２
１２４．５
１００．３
３４５．４

８２７．０
３５５．２
１５４．１
１２６．９
２６８．６

１，２３０．３
３６３．７
１８７．７
１６３．５
０．０

１，６２３．０
４３４．３
２４９．５
１８４．８
０．０

滷輸入 （単位：１００万ドル）

２０００ ２００１ ２００２ ２００３ ２００４ ２００５
輸 入 総 額 ３，０３９．２ ２，６６１．２ ２，９６６．９ ３，２２５．５ ３，４５４．３ ３，６１５．７

主
要
国

中 国
タ イ
シ ン ガ ポ ー ル
韓 国
マ レ ー シ ア

５４６．０
５５４．７
４７９．７
３１８．２
２５４．１

５４７．３
３９０．５
４６５．６
２５５．３
２１６．７

７９７．３
３５５．９
５７６．６
１５７．８
２６３．１

９９８．７
４８３．３
７１６．０
２０２．４
１５４．３

１，０２９．２
６６５．９
７１７．１
１７８．２
１６４．３

１，０２８．４
７７７．８
６５６．１
２１２．７
１９６．２

（出所） 表４に同じ。

６ 品目別貿易
漓輸出 （単位：１００万ドル）

１９９８ １９９９ ２０００ ２００１ ２００２ ２００３
食 料 品 及 び 動 物
飲 料 及 び た ば こ
原材料（燃料を除く）
鉱 物 性 燃 料
動 植 物 性 の 油 脂
化 学 製 品
基 礎 的 工 業 製 品
機 械 ・ 輸 送 機 器
雑 製 品
分 類 不 可

２，５４２．６
２．４

１，２３３．０
１０．４
２．５
１０．０
６８９．９
５１．６
５２６．６
１，６５９．２

２，２３６．７
３９．９

１，８１８．６
３１．３
－
１．３

６０２．１
２７９．６
１７５．６
９７９．９

３，２０５．６
２８．０

１，４０１．１
１，１８０．３

－
２．９

１，２３９．８
２８．０

１，５７０．４
１，３５７．５

３，７２３．０
１１６．０

２，４６９．０
４，２４７．０

－
１１．０
４４８．０
１８．１
１０３．８

１，９５４．６

３，７８９．０
１１４．０

２，１０４．０
５，９１９．０

－
４．０

８６４．０
１２．０
８８．０

３，３６２．０

２，９９８．０
１３１．０

２，３８３．０
３，４７８．０

－
２．０

８３６．０
１２．０
１０５．０

１，６６５．０

滷輸入 （単位：１００万ドル）

１９９８ １９９９ ２０００ ２００１ ２００２ ２００３
食 料 品 及 び 動 物
飲 料 及 び た ば こ
原材料（燃料を除く）
鉱 物 性 燃 料
動 植 物 性 の 油 脂
化 学 製 品
基 礎 的 工 業 製 品
機 械 ・ 輸 送 機 器
雑 製 品
分 類 不 可

４５２．６
８２．４
６４．３
９４１．３
６８９．２
１，６７１．９
４，４３５．６
６，３４７．８
５７３．８
１，６１２．８

６２０．２
１０５．９
３１９．９
１，６５３．７
４８８．２

１，８７０．７
４，１２４．９
４，８６７．７
６４３．０

１，５７０．７

５８６．０
１１２．２
２４７．６
１，１４５．０
４１１．８

１，９２３．５
４，４０１．３
３，７５４．１
１，０００．１
１，４９１．４

８３８．０
１９１．０
５９．０

３，８３９．２
２５３．０

１，７８６．８
４，５４８．１
５，１１０．１
７２５．７

１，０２６．７

６８４．０
１５９．０
８１．０

２，１０５．０
２７２．０

１，７６０．０
４，０９１．０
３，５５８．０
５５７．０

１，６４３．０

３３９．０
１１０．０
５７．０

１，９５３．０
４４５．０

１，４１３．０
３，４２０．０
３，４３５．０
４０９．０

１，８１７．０
（出所） 表４に同じ。

２００６年 主要統計
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